
提

出

者

金

田

誠

一

平
成
十
三
年
二
月
二
十
二
日
提
出

質

問

第

二

八

号

「
秘
密
漏
え
い
事
件
調
査
報
告
書
」
に
関
す
る
質
問
主
意
書

28



「
秘
密
漏
え
い
事
件
調
査
報
告
書
」
に
関
す
る
質
問
主
意
書

昨
年
発
生
し
た
海
自
三
佐
に
よ
る
秘
密
漏
洩
事
件
に
関
し
て
防
衛
庁
長
官
に
報
告
す
る
た
め
に
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
「
秘
密

漏
え
い
事
件
調
査
報
告
書
」
（
平
成
十
二
年
十
月
二
十
七
日

特
別
調
査
チ
ー
ム
）
の
不
明
な
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
以

下
質
問
す
る
。

一

報
告
書
四
頁
に
よ
る
と
海
自
三
佐
は
、
平
成
十
二
年
三
月
三
十
日
、
防
衛
研
究
所
の
所
員
と
な
り
、
第
一
研
究
部
第
二
研

究
室
に
配
置
さ
れ
、
国
際
法
等
に
関
す
る
調
査
研
究
を
担
当
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
が
、
「
防
衛
大
学
校
で
『
ゴ
ル
シ
コ

フ
と
ソ
連
海
軍
』
と
題
す
る
論
文
を
学
位
授
与
機
構
に
提
出
し
た
も
の
の
、
書
き
直
し
の
上
再
提
出
の
指
導
を
受
け
た
こ
と

か
ら
、
こ
の
論
文
の
作
成
に
七
月
ま
で
要
し
て
お
り
、
こ
の
間
、
防
衛
研
究
所
で
の
実
質
的
調
査
研
究
を
行
う
ま
で
に
は

至
っ
て
い
な
か
っ
た
」
と
い
う
。

こ
の
報
告
が
事
実
で
あ
れ
ば
、
同
三
佐
は
こ
の
期
間
防
衛
研
究
所
所
員
と
し
て
の
職
務
を
全
う
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に

な
り
、
自
衛
隊
法
第
五
十
六
条
（
職
務
遂
行
の
義
務
）
に
違
反
す
る
も
の
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
は
ど
う
か
。

二

報
告
書
五
〜
六
頁
は
、
海
自
三
佐
が
「
戦
術
概
説
（
改
訂
第
三
版
）
」
に
つ
い
て
不
正
に
入
手
し
た
経
緯
に
つ
い
て
報
告

し
て
い
る
が
、
以
下
の
点
に
つ
い
て
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

一



�

報
告
書
を
読
む
限
り
「
秘
」
に
指
定
さ
れ
て
い
る
同
資
料
の
漏
洩
の
発
端
は
、
正
規
の
手
続
き
を
経
て
同
資
料
を
保
持

し
て
い
た
幹
部
中
級
艦
艇
用
兵
課
程
学
生
の
図
書
係
が
Ｃ
一
尉
に
貸
し
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
後
内
部
で
複
写
が
繰
り
返

さ
れ
、
最
終
的
に
ロ
シ
ア
駐
在
武
官
に
手
渡
さ
れ
る
に
至
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

そ
こ
で
以
下
の
点
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

最
初
に
Ｃ
一
尉
に
同
資
料
を
貸
し
た
幹
部
中
級
艦
艇
用
兵
課
程
学
生
の
図
書
係
の
行
為
は
、
自
衛
隊
法
第
五
十
九
条

第
一
項
（
秘
密
を
守
る
義
務
）
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
は
ど
う
か
。

�

図
書
係
よ
り
同
資
料
を
借
り
た
Ｃ
一
尉
の
行
為
に
は
、
自
衛
隊
法
第
百
十
八
条
第
二
項
に
該
当
す
る
行
為
が
存
在
し

な
か
っ
た
の
か
、
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

同
資
料
を
貸
し
た
図
書
係
及
び
そ
れ
を
借
り
た
Ｃ
一
尉
の
行
為
は
、
そ
れ
ぞ
れ
自
衛
隊
法
第
四
十
六
条
（
懲
戒
処

分
）
に
触
れ
る
も
の
と
考
え
る
が
政
府
の
見
解
は
ど
う
か
。

�

最
初
に
同
資
料
を
不
正
に
複
写
し
た
Ｃ
一
尉
か
ら
さ
ら
に
Ｂ
一
尉
、
Ｄ
一
尉
、
Ｅ
一
尉
及
び
同
課
程
同
期
生
五
人
が
借

り
受
け
不
正
に
再
複
写
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
関
し
以
下
の
点
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

Ｃ
一
尉
は
職
務
上
の
必
要
性
か
ら
で
は
な
く
、
不
正
な
手
段
に
よ
っ
て
保
有
し
た
「
秘
」
に
指
定
さ
れ
て
い
る
同
資

二



料
を
Ｂ
一
尉
、
Ｄ
一
尉
、
Ｅ
一
尉
及
び
同
期
生
五
人
に
貸
し
出
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
行
為
に
法
令
上
の
問
題
は
生

じ
な
い
の
か
、
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

さ
ら
に
、
不
正
な
手
段
に
よ
っ
て
保
有
さ
れ
て
い
た
同
資
料
を
借
り
受
け
た
Ｂ
一
尉
、
Ｄ
一
尉
、
Ｅ
一
尉
及
び
同
期

生
五
人
に
法
令
上
の
問
題
は
存
在
し
な
い
の
か
、
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

不
正
な
手
段
に
よ
っ
て
保
有
し
た
「
秘
」
に
指
定
さ
れ
て
い
る
同
資
料
の
提
供
を
Ｂ
一
尉
に
依
頼
し
た
学
生
長
及
び
Ａ

一
尉
の
行
為
に
法
令
上
の
問
題
は
存
在
し
な
い
の
か
、
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

結
果
的
に
こ
の
当
時
の
幹
部
中
級
艦
艇
用
兵
課
程
学
生
の
全
て
は
不
正
に
複
写
さ
れ
た
同
資
料
を
受
け
取
っ
た
わ
け
で

あ
る
が
、
受
け
取
っ
た
こ
と
自
体
に
法
令
上
の
問
題
は
存
在
し
な
い
の
か
、
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

不
正
に
複
写
さ
れ
た
同
資
料
を
有
し
て
い
た
総
員
十
九
名
は
、
こ
れ
を
破
棄
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
行

為
は
自
衛
隊
法
第
五
十
九
条
に
違
反
す
る
事
実
及
び
自
衛
隊
法
第
百
十
八
条
第
二
項
に
該
当
す
る
事
実
を
隠
蔽
す
る
も
の

と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

そ
こ
で
証
拠
と
し
て
の
こ
れ
ら
の
資
料
を
防
衛
庁
が
調
査
の
過
程
に
お
い
て
な
ぜ
保
全
し
得
な
か
っ
た
の
か
、
そ
の
理

由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三



�

「
戦
術
概
説
（
改
訂
第
三
版
）
」
が
「
秘
密
保
全
に
関
す
る
訓
令
」
で
「
秘
」
に
指
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
報
告
書

が
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
の
で
、
同
資
料
に
関
し
て
以
下
の
点
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

「
秘
密
保
全
に
関
す
る
訓
令
」
第
二
条
第
三
項
（
�
）
に
定
め
る
「
管
理
者
」
の
官
職
と
氏
名
。

�

同
訓
令
第
二
条
第
三
項
（
�
）
に
定
め
る
「
取
扱
者
」
の
官
職
と
氏
名
。

�

同
訓
令
第
二
条
第
三
項
（
�
）
に
定
め
る
「
管
理
者
又
は
そ
の
職
務
上
の
上
級
者
か
ら
特
に
こ
れ
ら
の
保
管
を
命
ぜ

ら
れ
た
者
」
の
官
職
と
氏
名
。

�

同
訓
令
第
四
条
に
定
め
る
「
保
全
責
任
者
」
、
「
保
全
責
任
者
の
補
助
者
」
及
び
「
臨
時
に
そ
の
職
務
を
代
行
す
る

職
員
」
そ
れ
ぞ
れ
の
官
職
と
氏
名
。

�

同
資
料
の
漏
洩
が
発
覚
し
た
後
の
防
衛
庁
の
対
応
に
つ
い
て
以
下
の
点
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

「
秘
密
保
全
に
関
す
る
訓
令
」
第
九
条
第
一
項
に
基
づ
い
て
取
ら
れ
た
具
体
的
な
措
置
。

�

同
訓
令
第
九
条
第
二
項
に
基
づ
い
て
実
行
に
移
さ
れ
た
事
項
。

�

同
資
料
が
外
国
に
漏
洩
し
た
こ
と
か
ら
、
当
該
秘
密
の
非
公
知
性
は
失
わ
れ
た
も
の
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
は
ど

う
か
。

四



�

同
資
料
の
漏
洩
に
関
し
て
「
秘
密
保
全
に
関
す
る
達
」
（
昭
和
四
十
三
年
海
上
自
衛
隊
達
第
七
十
六
号
）
第
七
条
の
二

に
基
づ
く
報
告
が
、
海
上
幕
僚
長
に
対
し
て
行
わ
れ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
う
ち
の
「
事
故
が
海
上
自
衛
隊
そ
の

他
に
及
ぼ
す
影
響
」
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

��

同
資
料
の
漏
洩
に
つ
い
て
「
刑
事
訴
訟
法
」
第
二
百
三
十
九
条
第
二
項
に
基
づ
き
「
そ
の
職
務
を
行
う
こ
と
に
よ
り
犯

罪
が
あ
る
と
思
料
す
る
と
き
は
、
告
発
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
官
吏
又
は
公
吏
全
て
の
官
職
と
氏
名
を
明
ら
か
に
さ

れ
た
い
。

三

報
告
書
六
〜
八
頁
は
、
海
自
三
佐
が
「
将
来
の
海
上
自
衛
隊
通
信
の
あ
り
方
（
中
間
成
果
）
」
に
つ
い
て
不
正
に
入
手
し

た
経
緯
に
つ
い
て
報
告
し
て
い
る
が
、
以
下
の
点
に
つ
い
て
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

「
将
来
の
情
報
態
勢
の
あ
り
方
」
検
討
の
取
り
ま
と
め
作
業
を
所
掌
し
て
い
た
Ｆ
二
佐
は
、
他
の
所
掌
業
務
が
繁
忙
で

あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
海
自
三
佐
が
秘
密
文
書
等
の
取
扱
者
に
は
指
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
同
三
佐

に
当
該
取
り
ま
と
め
作
業
を
手
伝
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
そ
う
し
た
Ｆ
二
佐
の
行
為
は
自
衛
隊
法
第
五
十
九
条
第
一
項
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
が
、

政
府
の
見
解
は
ど
う
か
。

五



�

「
将
来
の
海
上
自
衛
隊
通
信
の
あ
り
方
（
中
間
成
果
）
」
は
、
「
指
定
前
秘
密
（
秘
）
」
の
表
示
は
な
さ
れ
て
い
た
も

の
の
、
本
来
で
あ
れ
ば
関
係
規
則
に
基
づ
き
「
指
定
前
秘
密
（
秘
）
」
の
登
録
、
保
管
等
の
手
続
き
を
す
べ
き
で
あ
っ
た

が
、
そ
れ
ら
が
な
さ
れ
ず
Ｇ
三
佐
の
フ
ァ
イ
ル
に
綴
ら
れ
て
い
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
そ
う
し
た
手
続
が
な
さ
れ
ず
に
Ｇ
三
佐
の
フ
ァ
イ
ル
に
綴
ら
れ
て
い
た
理
由
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。

�

「
指
定
前
秘
密
（
秘
）
」
の
登
録
、
保
管
等
の
手
続
き
の
内
容
を
全
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

「
Ｒ
委
員
会
資
料
フ
ァ
イ
ル
」
に
含
ま
れ
て
い
る
資
料
の
タ
イ
ト
ル
・
発
簡
番
号
・
日
付
・
秘
密
区
分
の
そ
れ
ぞ
れ
を

明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

報
告
書
八
〜
九
頁
は
、
海
自
三
佐
が
そ
の
他
の
秘
密
文
書
等
に
つ
い
て
不
正
に
入
手
し
た
経
緯
に
つ
い
て
報
告
し
て
い
る

が
、
以
下
の
点
に
つ
い
て
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

海
自
三
佐
は
第
一
術
科
学
校
に
在
校
し
た
際
に
、
前
年
の
課
程
学
生
か
ら
、
試
験
対
策
用
に
作
ら
れ
た
例
題
や
模
範
解

答
等
が
記
録
さ
れ
て
い
た
Ｆ
Ｄ
を
借
り
受
け
、
自
己
の
Ｆ
Ｄ
に
再
記
録
し
、
数
枚
を
自
宅
に
持
ち
帰
っ
て
い
た
が
、
そ
の

中
に
「
秘
」
に
相
当
す
る
秘
密
文
書
が
含
ま
れ
て
い
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

六



そ
こ
で
「
前
年
の
課
程
学
生
」
が
秘
密
文
書
が
記
録
さ
れ
た
Ｆ
Ｄ
を
海
自
三
佐
に
貸
し
出
し
た
の
は
、
自
衛
隊
法
第
五

十
九
条
第
一
項
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
は
ど
う
か
。

�

海
上
幕
僚
監
部
調
査
部
調
査
課
で
は
、
Ｈ
三
佐
か
ら
秘
密
が
記
録
さ
れ
た
Ｍ
Ｏ
一
枚
を
借
り
受
け
、
自
己
の
Ｍ
Ｏ
に
再

記
録
し
、
転
勤
時
に
自
宅
に
持
ち
帰
っ
て
い
た
が
、
そ
の
中
に
「
極
秘
」
に
相
当
す
る
文
書
が
含
ま
れ
て
い
た
と
の
こ
と

で
あ
る
。

そ
こ
で
Ｈ
三
佐
が
秘
密
が
記
録
さ
れ
た
Ｍ
Ｏ
を
海
自
三
佐
に
貸
し
出
し
た
の
は
、
自
衛
隊
法
第
五
十
九
条
第
一
項
に
違

反
す
る
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
は
ど
う
か
。

�

海
自
三
佐
が
自
宅
に
持
ち
帰
っ
て
い
た
「
極
秘
」
に
相
当
す
る
秘
密
文
書
の
写
し
は
三
十
五
点
で
あ
り
、
「
秘
」
に
相

当
す
る
秘
密
文
書
の
写
し
は
七
十
七
点
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
後
の
調
査
で
明
ら
か
に
な
っ
た
も
の
を
含
め
て
海
自

三
佐
が
持
ち
帰
っ
た
秘
密
文
書
全
て
の
タ
イ
ト
ル
・
発
簡
番
号
・
日
付
・
秘
密
区
分
を
そ
れ
ぞ
れ
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

五

報
告
書
に
よ
れ
ば
海
自
三
佐
が
ロ
シ
ア
駐
在
武
官
に
渡
し
た
の
は
数
十
点
の
文
書
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て

以
下
の
点
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

そ
れ
ら
文
書
の
う
ち
防
衛
庁
の
文
書
に
つ
い
て
全
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

七



�

そ
れ
ら
文
書
の
う
ち
自
衛
隊
法
第
五
十
九
条
で
定
め
る
「
秘
密
」
に
該
当
す
る
文
書
が
あ
れ
ば
そ
れ
ぞ
れ
明
ら
か
に
さ

れ
た
い
。

六

昨
年
発
生
し
た
海
自
三
佐
に
よ
る
秘
密
漏
洩
事
件
に
鑑
み
、
防
衛
庁
で
は
「
秘
密
保
全
体
制
の
確
立
の
た
め
に
必
要
な
措

置
に
つ
い
て
（
通
達
）
」
（
平
成
十
二
年
防
防
調
第
五
千
五
百
十
五
号
）
を
発
出
し
た
が
、
そ
の
中
で
報
告
を
求
め
ら
れ
た

以
下
の
実
施
状
況
の
現
状
あ
る
い
は
結
果
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

臨
時
秘
密
保
全
検
査
の
実
施
。

�

現
行
の
秘
密
保
全
手
続
、
特
に
秘
密
区
分
の
指
定
及
び
秘
密
文
書
等
の
複
製
、
貸
出
し
、
破
棄
に
係
る
手
続
の
厳
格
な

励
行
指
導
。

�

秘
密
文
書
等
の
作
成
部
数
の
限
定
、
適
時
適
切
な
破
棄
等
秘
密
文
書
の
削
減
の
促
進
。

�

退
庁
時
及
び
超
過
勤
務
時
の
管
理
体
制
の
強
化
。

�

秘
密
保
全
に
関
す
る
教
育
の
徹
底
。

�

各
国
駐
在
武
官
等
と
の
部
外
で
の
接
触
状
況
に
関
す
る
報
告
の
実
施
。

七

昨
年
発
生
し
た
海
自
三
佐
に
よ
る
秘
密
漏
洩
事
件
に
鑑
み
防
衛
庁
で
制
定
さ
れ
た
通
達
に
関
連
し
て
、
以
下
の
点
を
明
ら

八



か
に
さ
れ
た
い
。

�

「
秘
密
漏
え
い
防
止
の
た
め
の
取
扱
い
環
境
の
整
備
等
に
つ
い
て
（
通
達
）
」
（
平
成
十
二
年
防
防
調
第
七
千
十
二

号
）
で
い
う
「
実
施
の
細
部
」
。

�

「
各
国
駐
在
武
官
等
と
の
接
触
に
つ
い
て
（
通
達
）
」
（
平
成
十
二
年
防
防
調
第
七
千
十
三
号
）
で
い
う
「
実
施
の
細

部
」
。

�

「
情
報
保
全
業
務
の
実
施
に
つ
い
て
（
通
達
）
」
（
平
成
十
二
年
防
防
調
第
七
千
十
四
号
）
第
十
四
の
「
こ
の
通
達
の

実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
」
及
び
「
小
委
員
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
」
。

右
質
問
す
る
。

九


